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地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱の一部改正（R5 一次補正②（共創・MaaS 実証プロジェクト）） 

 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱の一部を次のように改正する。 

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後

欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下「対象規定」という。）は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げ

る対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 

 

改 正 後 改 正 前 

附  則（国総地第１３１号、国自旅第３４９号） 

（タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業） 

 

第３条（略） 

 

  附  則（国総地第１３３号） 

第１条 この要綱の改正は、令和５年度第一次補正予算から施行する。 

 

（共創・MaaS 実証プロジェクト） 

第２条 大臣は、令和５年度第一次補正予算に限り、交通を地域のくらしと

一体として捉え、地域の多様な関係者が連携して地域交通の維持・活性化

を図る事業（以下「共創・MaaS 実証プロジェクト」という。）を行う者

に対し、この条から附則第５条までに定めるところにより、予算の範囲内

において当該事業を行う者（以下この条から附則第２０条までにおいて、

「補助対象事業者」という。）に対し補助金を交付する。 

 

（定義） 

第３条 「共創・MaaS 実証プロジェクト」とは、次に掲げる事業をいう。 

 附  則（国総地第１３１号、国自旅第３４９号） 

（タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業） 

 

第３条（略） 

 

（新設） 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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一 官民・交通事業者間・他分野など複数の主体の「共創」（連携・協働）

による取組みや「共創」を支える仕組みの構築を支援する事業（以下「共

創モデル実証運行事業」という。） 

二 地域交通を軸とした「共創」の取組みの促進・普及に向け、モビリテ

ィ人材の育成に関する仕組みの構築・運営を支援する事業（以下「モビ

リティ人材育成事業」という。） 

 

（補助対象事業等） 

第４条 大臣は、補助対象事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象とし

て大臣が認める経費（以下この条から附則第５条までにおいて「補助対象

経費」という。）について、予算の範囲内において補助対象事業者に対し

補助金を交付する。 

２ 共創・MaaS 実証プロジェクトによる地域交通形成支援事業における補

助対象経費の区分及び補助率は、附則別表１に定めるものとする。 

 

（準用規定） 

第５条 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱附則（令和５年

３月２８日付国総地第１２０号）第４条から第２０条までの規定は、第２

条の共創・MaaS 実証プロジェクトを行う場合において準用する。 

 

 

附則別表１（令和６年３月１８日附則第３条第２項、第４条関連） 

補助対象経費の区分 補助率 

（１）共創モデ

ル実証運行事業

（間接補助） 

イ 事業実施のための基礎データ

収集・分析、協議会開催に要する

経費等 

２／３（ただし、

人口１０万人未

満の自治体につ

いては、当該補助ロ 地域における交通の維持・活

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 
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性化を図る事業実施にあたり必要

となるシステム構築、車両購入・

改造に要する経費 

対象経費が５０

０万円以下の部

分については定

額、東京２３区及

び三大都市圏の

政令指定都市に

ついては、１／

２） 

（上限：１億円） 

ハ 実証事業に要する経費 

（２）モビリテ

ィ人材育成事業

（間接補助） 

イ モビリティ人材育成に関する

取組実施経費 

定額 

（上限：３千万

円） 

（３）共創・

MaaS実証プロ

ジェクト（直接

補助） 

事

務

経

費 

イ 労務費、普及関連費、外

注費、会議費、旅費、通信運

搬費、消耗品費、物品費、事

務所維持費、光熱、水費、賃

借料、印刷費、図書費、謝

金、広告費、その他事業の目

的を遂行するために特に必要

であると大臣が認める経費

（公租公課等） 

定額 

（上限：４８千

万円） 

ロ 補助金の執行事務、進捗

状況のフォローアップ、地域

公共交通に係る取組の調査、

周知及びＰＲに要する経費 

１． 具体的な支援内容等の詳細は、別途公募要領に定める。 

２．（３）の事務経費は、所要額の積み上げによるものとする。 



 

 4 / 4 

 

３．補助対象経費には、土地の取得に要する費用を除く。 

４．補助対象経費に係る消費税のうち、仕入れ控除を行う場合における仕入控

除の対象となる消費税相当分については、補助対象としないものとする。 

また、補助対象経費にかかる消費税のうち、一部又は全部について仕入控

除ができない場合は、その旨を記した理由書を申請書に添付し、補助対象経

費にかかる消費税相当額も補助対象とするものとする。上記により消費税相

当額を含めた補助対象経費とした場合は、様式第１６―１１に当該補助対象

事業完了年度の消費税の確定申告書等を添付して提出するものとする。 
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